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消費者行政の流れ

内閣府
国民生活局等 消費者庁

2004年
消費者基本法制定

2009年
消費者庁・
消費者委員会

創設

消費者教育の推進

消費者・事業者の協働

・消費者志向経営
・エシカル消費

・食品ロスの削減

消費者被害の防止（安全・取引・表示）

行政基盤の整備 （情報・人材・財政・法令等）

地方消費者行政の推進

緊急時対応

2019年
消費者庁・
消費者委員会
創設10周年

※イメージ図
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消費者教育の広がり

だまされない消費者 ＋ 自分で考える消費者

今＋未来

自分＋地域・世界

※SDGｓにも通じる

※消費者市民社会の形成に参画
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直近の消費者行政の課題

緊急時対応
(新型コロナ感染症、
新しい生活様式への対応）

デジタル SDGs

孤独・孤立化する消費者への対応
コロナ関連等悪質商法対策等

消費生活相談のデジタル化
取引デジタル化への対応
国際化対応

食品ロス削減等エシカル消費
消費者志向経営
公益通報者保護法改正

地方消費者行政 消費者教育
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「消費者基本計画」の構成

【第１章 消費者基本計画について】

【第２章 消費者政策をめぐる現状と課題】

１．ぜい弱な消費者の増加など消費者の多様化
○高齢化の進行等
○成年年齢の引下げ
○世帯の単身化・地域コミュニティの衰退等
○訪日外国人・在留外国人による消費増加

２．社会情勢の変化
○コロナ禍における「新しい生活様式」の実践
○デジタル化の進展・電子商取引の拡大
○自然災害の激甚化・多発化
○持続可能で多様性と包摂性のある社会への関心の高まり

【第３章 政策の基本方針】

２．今期計画における消費者政策の基本的方向
(1)消費者被害の防止
(2)消費者の自立と事業者の自主的取組の加速

１．消費者政策において目指すべき社会の姿等

(3)協働による豊かな社会の実現
(4)デジタル化・国際化に伴う新しい課題への対応
(5)「新しい生活様式」の実践や災害時への対応

情報
【第4章 政策推進のための行政基盤の整備】

人材 財政 法令等

【第5章 重点的な施策の推進】

１．消費者被害の防止
２．消費者による公正かつ持続可能な社会への

参画等を通じた経済・社会構造の変革促進

３．「新しい生活様式」の実践その他多様な課題への機
動的・集中的な対応

４．消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施
５．消費者行政を推進するための体制整備

等

4

令和２年３月31日閣議決定
令和３年６月15日改定



「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の構成

Ⅰ. 消費者教育の推進の意義

１ 消費者を取り巻く現状と課題

２ 消費者教育の推進の必要性

３ 基本方針の視点・位置づけ

Ⅱ. 消費者教育の推進の基本的な方向

１ 体系的推進のための取組の方向

２ 各主体の役割と連携・協働

３ 他の消費生活に関連する教育と消費者

教育との連携推進

Ⅲ. 消費者教育の推進の内容に関する事項

１ 様々な場における消費者教育

２ 消費者教育の人材（担い手）の育成・活用

３ 消費者教育の資源等
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IV. 関連する他の消費者施策との連携

１ 消費者の安全・安心の確保

２ 消費者の自主的かつ合理的な選択の機会

の確保

３ 消費者意見の反映・透明性確保

４ 苦情処理・紛争解決の促進

V. 今後の消費者教育の計画的な推進

１ 今後の推進方策について

２ 基本方針の達成度の検証

平成30年３月20日閣議決定



令和３年の地方からの提案等に関する対応方針について

令和３年「地方分権改革に関する提案募集」において、本年の重点募集テーマである

「計画策定等」について、国の「消費者基本計画」と「消費者教育の推進に関する基本

的な方針」の対象期間のずれ（※）による地方公共団体の負担に関する提案を受け、

それを踏まえた対応方針が閣議決定されたところ。

※消費者基本計画 ：R2～R6年度

消費者教育基本方針：H30～R4年度

「令和３年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和３年12 月21 日閣議決定）（抄）
（１）消費者基本法（昭43 法78）及び消費者教育の推進に関する法律（平24 法61）

（ⅱ）消費者基本計画（消費者基本法９条１項）と消費者教育の推進に関する基本的な方針（消費者教育の推進に関する法律９条１項）については、
両者の対象期間を一致させるため、次期消費者教育の推進に関する基本的な方針の対象期間について、消費者教育推進会議の意見を聴いた上で
検討し、令和３年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

□

この方針を踏まえ、消費者教育基本方針の対象期間については次期に限り「７年間」

とすることで対応してはどうか。

※従前と同様、中間的な見直しを実施。

□
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地域における消費者教育推進体制①

7
（出展）地方消費者行政強化作戦2020政策目標ごとの現状（令和３年度現況調査R3.4.1時点）

〇目標 都道府県内の政令市及び中核市の対応済みの割合50％以上。
➜ 政令市及び中核市について対応済みの割合50%以上の都道府県は、

協議会の設置は14/44、推進計画の策定は16/44。

３ー５ 消費者教育推進協議会の設置、消費者教育推進計画の策定



地域における消費者教育推進体制②

8（出展）地方消費者行政強化作戦2020政策目標ごとの現状（令和３年度現況調査R3.4.1時点）

〇目標 全都道府県、政令市で配置
➜ 40/47都道府県で配置、16/20政令市で配置。

３ー４ 消費者教育コーディネーターの配置の推進



第４期消費者教育推進会議取りまとめ

第４期消費者教育推進会議（令和元年10月～令和３年９月）における審議等の概要

次期（第５期）消費者教育推進会議における課題等

○ 消費者教育の推進に関する基本的な方針の見直しに向けた検討とともに、以下事項についての議論を期待。

１．社会のデジタル化に対応した消費者教育

生活をより豊かにするために消費者教育としてもデジタル技術の積極的な活用を促す視点を基本に、誰一人取り残さな

いデジタル化のための担い手の育成も含めた支援の在り方、消費者教育ポータルサイトを活用した情報発信・提供、デジ

タル教材開発等。

（２） 社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会
（令和３年５月取りまとめ）

○ デジタル化に対応した消費者教育として重点化すべき内容、
ライフステージに応じて重点化すべき内容、デジタル化を踏ま

えた消費者教育の場や情報発信手法等について整理。

（１）全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する
分科会 （令和２年10月取りまとめ）

○ 消費者教育の機会を確保するため、地方公共団体が地域
の様々な担い手と連携し、「つながり」を創出するコーディネー
ト機能を発揮し、「計画的」に取り組むことを期待。

１．分科会における審議・提言 ２．消費者教育ポータルサイトの見直しの検討
○ 消費者教育推進会議委員等による検討会を開催し、見直しの

方向性等について、第30回推進会議において報告。

３．緊急時における消費者行動についての提言

４．成年年齢引下げに向けた取組

○ 緊急時に消費者が合理的に行動できるよう、第28回消費者教
育推進会議で議論を行い、消費者教育として必要と考えられる対
応を取りまとめ（令和３年１月）。

○ 「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーンについ
て、第29回消費者教育推進会議において報告。

３．消費者市民社会（※）の実現に向けた消費者教育

SDGｓ推進や新型コロナウイルス感染症等の消費者を取り巻く環境の変化を受け、事業者等と連携・協働して消費者市

民社会の形成に参画する消費者の育成がますます重要となっており、消費者市民社会の理解促進やエシカル消費の普

及啓発等の施策の効果的な手法や担い手への支援方策等。 ※ 消費者が持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会

２．体系的な消費者教育推進のための体制整備

成年年齢引き下げをも見据え、若年者を始め、社会人や高齢者等全世代への体系的な消費者教育推進のため、地域の

実情を踏まえた情報発信や地域の消費者教育の底上げが必要であり、他の消費者施策等と整合性を図った消費者教育

推進計画の策定・検証、消費者教育コーディネーター等の配置・運用の促進等の体制整備推進のための支援方策等。
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• 平均寿命の延伸に伴って高齢者人口は増加しており、超高齢化社会を迎えている。
• 今後も総人口は減少する中で、高齢化率は更に上昇するとの推計も。

高齢化の進行

10

（備考）消費者庁「令和３年消費者白書」より抜粋。



孤独・孤立化

（備考）厚生労働省自殺対策推進室 警察庁生活安全局生活安全企画課「令和２年中における自殺の状況」より抜粋。

自殺者数の変化

自 殺 者 数 は 、 令 和 ２ 年 に
21,081人となり、11年ぶりに
対前年比で増加
（前年比912人増）。

世帯数の変化

単身世帯は増加傾向にあり、
今後のその傾向が予測される。
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○ 成年年齢引下げにより、18歳から、親の同意なく契約、10年有効のパスポートの取得等が
できるようになる。

〇 一方、飲酒・喫煙・競馬等は、これまでと変わらず20歳にならないとできない。
〇 なお、選挙については、2016年６月以降、18歳から投票できるようになっている。

成年年齢の引き下げ（2022年４月施行）の影響
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• 近年増加傾向にあった日本に在留する外国人数は、2020年は新型コロナウイルス感染症の影

響により減少。一方、労働市場における外国人に対する新たな在留資格の創設等を踏まえると
中長期的には増加が期待される。

（備考）消費者庁「令和３年消費者白書」より抜粋。

在留外国人の動向
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デジタル化の進展

（備考）消費者庁「令和３年消費者白書」より抜粋。

• 国内の事業者・消費者間のデジタル取引はこの10年大きく増加。
• 越境的なデジタル取引も増加しており、日米間のデジタル取引の市場規模は、2019年において

2014年と比べて約1.5倍。
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消費者庁における新型コロナウイルス感染症への対応

（出典）８月26日までにPIO-NETに「新型コロナ関連」として登録された消費生活相談を受付月別に集計

新型コロナ関連の消費生活相談の状況

（１）受付件数の月別推移

（２）主な相談内容

○マスク等の品不足や転売に関するもの

○旅行や結婚式、スポーツジム等のキャンセル料に関するもの

○新型コロナに便乗した悪質商法等に関するもの

・新型コロナウイルスへの効能を表示する商品

・給付金に関連した詐欺が疑われるもの

・身に覚えのないマスク等の送り付け

○新型コロナワクチンに関するもの など

（１）詐欺・悪質商法への注意喚起等
・消費者ホットライン１８８、新型コロナウイルス給

付金関連消費者ホットライン0120‐213‐188、新型
コロナワクチン詐欺消費者ホットライン0120-797-
188による消費生活相談体制の強化

・根拠のない表示を行う事業者への改善要請
・悪質商法への注意喚起 など

（３）「新しい生活様式」における買い物や外食等

での消費者向け留意事項の呼びかけ

（２）品不足や転売問題への対応
・国民生活安定緊急措置法に基づくマスク（令和２

年３月１５日施行）やアルコール消毒製品（令和２
年５月２６日施行）の転売禁止等

※令和2年8月29日にいずれも転売規制解除

（４）新型コロナ関連消費者向け情報の強化

・消費者庁HPやLINE公式アカウント等を活用した

情報発信の強化

消費者庁の主な取組

21,643

R2 R3

累計約10万件

0

5000

10000

15000

20000

25000
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自然災害と関連する消費者相談
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（備考）消費者庁「令和２年消費者白書」より抜粋。（備考）国土交通省資料より抜粋。

• 近年では、毎年のように全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生。
• 2018年は、地震、豪雨、台風など、多くの自然災害に見舞われ、東日本大震災の発生後、自然

災害に関する消費生活相談件数が最大に。2019年も、日本では８月から10月にかけて、台風に
よる大きな災害に見舞われ、相談件数は、前年を上回る6,821件に。



持続可能な開発目標（SDGｓ）

17（出展）外務省資料



消費生活相談の傾向
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（若者）

• インターネットや美容関連の相談が上位に。
• 「情報商材」や「暗号資産（仮想通貨）」をめぐるトラブルの動向を見ると、10～20歳代の割合が増加。

（高齢者）
• 通信販売に関する相談が増加し、店舗購入や訪問販売、電話勧誘販売の相談は減少。
• 架空請求の相談は大幅に減少し、健康食品等の定期購入に関する相談が増加。

（出展）国民生活センター発表資料より抜粋。

「情報商材」「暗号資産（仮想通貨）」に関する
相談件数における10歳～20歳の割合 高齢者の「通信販売」に関する相談件数

（若者） （高齢者）
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